
生涯学習と社会教育の違い    生涯学習と社会教育には、つぎのような違いがあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

社会教育とは、「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び青年に対して行われる

組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）」（社会教育法第２条）を指し、教育活動の一つ

として捉えられます。  

 生涯学習とは、学習者の視点から捉えたもので、社会教育における学習のほか、学校教育や家庭教育における

学習、組織的に行わない個人的な学習も含む点で、社会教育より広い活動を対象とする概念です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  社会教育法上の社会教育は、人格の完成として  

行われる教育活動に限ります。  

                             社会教育施設には、公民館、図書館、博物館、  

                                  青少年教育施設などがある。  

個人学習  

 

・スポーツ活動、文化活動、ボランティア  

活動、レクリエーション活動等における  

学習  

学校教育における学習  学校教育における学習  

生  涯  学  習  

社会教育における学習（注）  

 

・国・自治体 ･公民館等が行う講座  

・大学・短大等の学校が行う公開講座  

・民間教育事業者の行うカルチャースクール  

・個人経営のピアノ教室等  

・企業内教育  

・職業訓練施設における教育  
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